
労働者災害補償保険

法第31条の規定に基づく費用徴収の決定通知書

年 月 日

■
■
心
９
８
０
０
１
０
７
９ 殿

０
６
６
６
１
１
１
７

労働局長④
凸
■
■
■
■
９
■
１
ｑ
Ｊ
Ｉ
Ｉ

貴殿は、労働者災害補償保険法第31条の第1項第 号の規定に該当すると認められるので、

下記のとおり、保険給付に要した費用を徴収することに決定したので通知します。なお、徴収金の

納付については、別途送付する納入告知書により納付して下さい。

この決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に

労働局長に対して異議の申し立てをすることができます。

ｉ
ｉ
Ｉ
I

Ｏ
ｒ
Ｉ
け

記

’ 円1徴収金の価額

I

2徴収の理由及び徴収金の算定基礎

’ 刑
＃
賄
旧
卿
溜
図
湿
編
彊
瓢
個
個
掘
浬
遍
浬
盟
掴
酢
刷
醇
馬
剛
聯
ｆ
Ｉ
Ｌ

■

保険給付

の 額

徴収金の

価、額

保険給付

の種類

支 給

年月日

保険給付を受

けた者の氏名

被災労働

者の氏名

事故発生

年月日
徴収の理由

■
巳
Ｉ
ｑ
ｊ
日
廿
■
■
９

’１
１

1 1 1

■ 凸
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(給付及び一部負担金様式第1号 (その1））

債権発生調書

恥
一

Ｉ
緯
四
ｍ
Ｉ

｡

一毛へ一

－－

一季

一一 －－r宮 ‐菅=

署平成 年 月分(その ） 債楢の
種頚
労働者災害補償保険
通動災害一認負担金侭櫓

発生

原因
労災法第31条第2調該当

購求

受付番

喜
号 労働保険番号

使

氏 名

務 者

庄 所
債楢金額 債楢発生

年月 日
督促状尭行
年月日

債槽涜域

年月 日 消 滅理 由 備 考

～

● ●
● ●

● ●
１
２
職
蝿

● ●
● ●

● ●

1

2

噸
輌

● ●
ゆ ●

● ●

1

2

蝉
燕

● ●
● ●

● ●

1

2

噸
聴

● ●
● ●

● ●

1

2

癖
聴

〆
〆

● ●
● ●

● ●

1

2

蝿
嘘

● ■
● ●

● ●
１
２
幽
聴

● ●
● ●

● ● 納
消
収
取

１
２

● ●
● ●

● ● 納
消
収
取

１
２

合 計 債櫓の件数及び金頗

■
▽
０
０
０
０
０
０
０
９
■

件 円



齢付及び一部負担金様式第1号（その2））

債権管理簿

NQ

０
１
凶
函
毎
‐
！

▲＝

｢－－－ ~ 一－~一

署平成 年 月分(その ）
債枢の

謎類

労働者災害補償保険

通勤災害一認負担金債櫓

発生

原因
労災法第31条第2項咳当

債権

砿淫
年 月 一 日

納入

告知

９
基
Ｉ
△
■
■
■
■
０
０
０
０
Ｊ

年 月 日

舗求密

受付番号
労働保険番号

彼 務 者

氏 名 住 所
債楢金頓

債複発生

年月 日

督促状発行

年月 日

債権消域

年月 日
消 滅 理 由 偏 考

● ● ● ● ● ●
１
２
”
輔

● ● ● ● ● ●

納
消
収
取

１
２

● ● ● ● ● ●
１
２
癖
輔

● ● ● 巳 ● ■

1

2

”
噸

● ● ● ● ● ●
１
２
蝿
聴

● ● ● ● ● ●
納
消
収
取

１
２

｡ ● ● ● ● ●

ｰ

１
２
蝿
”

● ● ● ● ● ●

１
２
鋤
轆

● ● ● ● ● ●

納
消
収
取

１
２

合 計 債枢の件数及び金額

ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
０
０
Ｄ
０
０

件 円



lI

l ll

l
(給付及び一部負担金様式第3号（その1））

債権発生通知 (伺い） I ，

ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
Ｊ
日
日
１
４
口
Ｉ
■
■
■
■

Ｉ
且
ｐ
ｂ
■
Ｉ

（

債権発生通知 （案）

労働者災害補償保険法第31条第2項の規定により、一部負担金として徴収すべき歳入金
債権が上表のとおり発生しましたので通知します。

平成 年 月 日

歳入徴収官

労働局長あて

I

’
1

労働基準監督署長／一一

－137－

署長

(次長）

課長 係長 主任 係

先に支給決定した通勤災害の療養給付に関し、下表のと

おり歳入金債権が発生しましたので、下案により歳入徴収

官に通知してよろしいか。

発 議 ● ●

決 議 ● ●

通知書発送 ● ●

給付配録票
記 入

● ●

会計及び勘定名 歳 入 科 目 債梅の種類

労働保険特別会計労災勘定 (款)雑収入(項)雑収入（目）雑入 銚遡
W者災1
｢塞画 1

野補償保険
$負担令侭梅

債権発生年度 発生件数 債権金額 債 務 者 等
年度

年度

合 計

件

件

件

円

円

円

療養給付支給決定 年度 四半期分

ほか 名

内訳は、別添「債権発生鯛書」のとおり。
備 考



(給付及び一部負担金様式第3号（その2））

債権確認・徴収決定決議書 ⑮

C O課長｜補佐｜係長I 係
,歳入徴収官

発 議
■

決 議 ● ■

局長

（部長）
納入告知書
発 行

● ●

I

履行期限 ● ■

一部負担金に係る下表の債権について、別添「債権発生

調書」等により調査したところ誤りがないので、歳入金の

徴収決定及び納入の告知をしてよろしいか。

徴収簿登記 ■ ●

－ロエニ弓

債権管理簿
登 記

の ●

俵権管理簿
番 号

白

No

守

憤権の種類’

’
歳 入 科 目会計及び勘定名

一

労働者災害補償保険
通勤災害=鄙負担金憧撞’(款)雑収入(項)雑収入（目）雑入労働保険特別会計労災勘定

|債権発生年度
L‐ 一

’ 年度
I 年度
｢一i合 計
葺

[備 一考

債 務 者 等発生件数｜侭権金額

件’ 円
件’ 円
陣「－－~－百

四半期分

名

のとおり。

療養給付支給決定 年度

ほか

内訳は、別添噸権発生調書」’
一

亜

ｌ
置
鼻
鰹
塞
軸
圏
壁
鍾
翻
鰯
麺
露
露
鐸
ユ
壷
轡
浬
垂
劃
毎
毒
暉
画
畢
弓
唾
幸
一
垂
一
画
■
一
一
劃
一
琴
毎
画
■
》
一
二
一
画
二
一
口
』
毎
一

債権発生通知

労働者災害補償保険法第31条第2項の規定により、一部負担金として徴収すべき歳入金

債権が上表のとおり発生しましたので通知し蚕す。

平成 年 月 日

歳入徴収官

労働局長 殿

I

労働基準監督署長画

一

－138－



(給付及び一部負担金様式第2号（その1））

控除額支払決議書
『＝:＝一－

遜一長|鐸長|圭一荏~「霧
『

資金前渡官吏

署長

発
一
決

識
一
談

● ■

● ●

国庫金

振替書

I

(次長）
L

第 号■
■
■
・

■
■
■

宮
口
■

■

・

■

。

労働者災害補償保険

通勤災害一部負担金債横

￥
－

歳
出
科
目

■■

’

債梅の麺類 労災勘定

（項）保険給付菱
（目）保険給付費保険給付から控除した上記の一部負担金相雪蘋蔬入に

納付してよろしいか。

’
１
１
１

歳
入
科
目

ｊ
ｊ
ｊ

款
項
目

く
ｌ
く

雑収入
雑収入
雑 入

また、下記のとおり労働者災害補償保険通勤災害一部負
担金額表を歳入徴収官に送付してよろしいか。

唖

－

第十三号の八書式

労働保険特別会計労働者災害補償保険
通勤災害一部負担金額表

（ ）労働局
現金、小切手又

は国庫金振替書
被災労働者

氏 名

『

Ｉ

Ｄ

Ⅲ

Ⅱ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ⅱ

１

１

０

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

一部負担金

払 込 額

所管 年度 備 考

(債権発生年月日）
円

’

I
I

１１１１１

L

計 件 門

上記の労働者災害補償保険通勤災害一部負担金を払込みました。
平成 年 月 日

資金前渡官吏

労働基準監督署長

歳入徴収官

労働局長あて

L －139－



●

’
(給付及び一部負担金様式第2号（その2） ）

控除債権調査決定決議書⑳

’

J
｜

’

’第十三号の八書式

１

１

Ｊ

労働保険特別会計労働者災害補償保険

通勤災害一部負担金額表
（ ）労働局

’

上記の労働者災害補償保険通勤災害一部負担金を払込象ました。
平成 年 月 日

資金前渡官吏

労働基準監督署長

〃

画

歳入徴収官
｜

F

■
９
５
■
■
■
■
日

労働局長 殿

－140－

歳入徴収官

局長

(部長）

課長 補佐 係長 係 発 議

決 議

歳入納付

● ●

● ●

● ●

￥ 債権の種類
労働者災害補償保険

通勤災害一部負担金債櫓
徴$蝿登記 ● ●

上記金額の債権が発生し、下表のとおり歳入に納付されましたので、鼓入金の徴収決定を

してよろしいか。

所管 年度
現金、小切手又

は国庫金振替害

被災労働者

氏 名

一 部負担金

払 込 額

備 考

(債権発生年月日）

戸一

計

“
可
０

件

円

円



１
１
Ｉ

己

(出事程第十三号の八書式）

労働保険特別会計労働者災害補償保険通勤災害一部負担金額表
’

－一

現金、小切手又は

国庫金振替書

被災労働者

氏 名

一部負担金

払込額
所 管

I
年度

備 考 ｜
’

！

円
０
‐
鵬
ｊ
Ｍ
ｍ
Ｍ
ｂ
０
Ｉ
Ｉ

哨
斗
１
伽
．
・
Ｆ
１
か
１
０
．

１
Ｉ １

１

4

1

（ I

Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
８
０
１
Ⅱ
１
６
０
０
７
沖
ｒ
Ｊ
１
４
二
日
０
９

‐
ｄ
Ｊ
■
■
■
■
■
Ｕ
ｒ
ｌ
ｊ
Ｏ
７
０
Ｕ
Ｉ
Ｉ
▲
■
■
ｒ

い
、
Ｖ
Ⅲ
１
ｋ
咽
，
ｌ
旧
吋
Ⅲ
叩
Ⅱ
旧
‐
ｔ
ｏ
Ｉ
ゞ
０
１
０
凸
Ｏ
６
０
ｆ
１
９
０
－
９
７
１

1

0

I

I
上記の労働者災害補償保険通勤災害一部負担金を払込ゑました。

平成 年 月 日
１
１
１

資金前渡官吏 画

1

収支官吏 殿

備考用紙寸法は、日本標準規格A列5とすること。
０
１

’－141－ ｜
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(震金:立雪事薑）
未払賃金の立替払に係る認定の取消しについて

第 号

年 月 日

住所

氏名 殿

労働基準監督署長③

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号>第7条の規定に基づき 年 月

日付けをもって通知しました に係る認定については、下記の理由により

取り消しましたので通知します。

先に交付しました認定通知書侭、速やかに返還してください。

なお、この処分に不服のあるときは証.処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日

（ただし、処分があった日から起算して1年）以内に 労働局長に対して溌査請求す

ることができます。

q

｡
i
■

記

取消しの理由

【

－142－



(麓奮欝）
未払賃金の立替払に係る確認の取消しについて

第 号

年 月 日
0

住所

氏名

◆

11
ヴ

|，
殿

－－－－－－労働基準監督署長③

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第7条の規定に基づき 年 月
日付けをもって通知しました確認については、下記の理由により取り消しましたので通知しま

す。

先に交付しました確認通知書は、速やかに返還してください。

なお、この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日
（ただし、処分があった日から起算して1年）以内Rー－－－労働局長に対して審査請求す
ることができます。

記

取消しの理由

I

I

||’－143－



’
(震金:立言晉事誉）

未払賃金の立替払に係る確認の変更について

第 号

年 月 日

住所

氏名 殿

労働基準監督署長③

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第7条の規定に基づき 年 月

日付けをもつ.て通知しました貴殿に係る確認については、下記のとおり変更したので通知しま

す。

なお、この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日

rf-鍔】､←帆分があった日から記笈して1年）以内に 労働局長に対して審査錆求す（ただし、処分があった日から起算して1年）以内に

ることができます。

記

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
●
Ｉ

｜0

1．変更の理由

2．変更される確認事項（確認通知書における確認事項の番号）
’

3．変更前の確認内容

4．変更後の確認内容

－144－
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’ １

１
０
１

画

■

■

且

■

■

Ⅱ

■

■

ｑ

■

■

■

■

■

■

ロ

■

■

Ⅱ

Ⅱ

１
１

I

I

(鴛鴦立亨鷲）
未払賃金の立替払における不正受給に係る返還命令書

’

’ 1

第

年 月

百
万
日

住所

氏名 殿

一一一一一一一労働局長⑳

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第7条の規定に基づき 年
日付けで労働福祉事業団が貴殿に対して行った立替払について、同法篭8条篭1鱈の娼一 凸詞‘…延刀”T田'1L孝幸凶刃刻亘唾fE･河して灯った巫替払について、同法第8条第1項の規

月

定に基
づき、下記のとおり返還を命じます。

なお、この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日
（ただし、処分があった日から起算して1年）以内に、厚生労働大臣に対して審査請求することが
できます。

。
ｕ

一
ヨ
ロ

1．理由

2．返還すべき金額 円

－14目一



０
酔
回
■
日
哩
○
出
川
Ⅱ
ｌ
Ⅲ
鋒
ｒ
胴
？
趾
別
卜
恥
Ｈ
ｒ
Ⅲ
隈
剛
ｋ
Ⅲ
Ⅲ
酢
Ⅱ
恥
孔
永
祇
侭
旧
Ⅲ
い
Ⅱ
Ⅸ
印
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
殴
研
陶
恥
晶
畿
砺
叩
凹
履
剛
由
、
Ⅱ
Ⅱ
い
仇
ら
９
０
廿
喝
間

(憲払蔦金:立雲事譽）
未払賃金の立替払における不正受給に係る連帯返還命令害

号
日

第

年 月

所
名
所
又
称
名
名

住
氏
住
氏
は

申請者
I｡

殿
I

事業主’

’
殿

I

I

労働局長⑳
－

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第7条の規定に基づき 年 月

日付けで労働福祉事業団が申請者一 に対して行った立替払について耐同法

第8条第1項及び第2項の規定に基づき、下記のとおり貴殿等が連帯して返還することを命じます。

なお、この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日

(ただし､処分があった日から起算して'年)以内に､厚生労働大臣に対して審査請求することが
できます。

記

1．理由

､円2．返還すべき金額
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今

(駕篭立驚）
未払賃金の立替払における不正受給に係る納付命令書

ｌ
８
０
Ｉ
Ｈ
■
９
’
０
唇
心
勾 第

年 月

号
日

1

1

1

住所

氏名 殿

１
１
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
肥
》
、

（

－－－－－－労働局長⑳
上

▲

凸

ｔ

Ｉ
Ｉ

ｆ
０
１
ｌ
０
Ｉ
１
９
１
Ｉ
０
０

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第7条の規定に基づき 年 月

日付けで労働福祉事業団が貴殿に対して行った立替払について、同法第8条第1項の規定に基
づき、下記のとおり納付を命じます。

なお、この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日

（ただし、処分があった日から起算して1年）以内に、厚生労働大臣に対して審査請求することが
できます。

記
｛ 』

理由1．

2．納付すべき金額 円
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０
１
１
１

仏

(鴛金皇立亨琴事譽）
未払賃金の立替払における不正受給に係る連帯納付命令書

’ 号
日

第

年 月

’

Ｉ
！

所
名
所
又
称
名
名

住
氏
住
氏
は

申請者

殿

１
１

事業主

’ 殿

1

1 |，
労働局長⑳

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第7条の規定に基づき 年 月
日付けで労働福祉事業団が申請者一一 に対して行った立替払について、同法

第8条第1項及び第2項の規定に基づき、下記のとおり貴殿等が連帯して納付することを命じます。
なお、この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日

（ただし誠処分があった日から起算して1年）以内に、厚生労働大臣に対して審査請求することが
できます。

記

1‘理由

門2‘納付すべき金額

－148－
’



●

様式第2号(1)

保険給付（求償権取得・債権発生）通知書⑳
｜

ｕＮ

A■ B■

I

０
，
４
ｑ
Ｆ
ｂ
ｌ
Ｆ
０
ｐ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ

Ｉ

且

ｑ

０

６

４

Ｌ

ｇ

守

．

■
ｄ
町
４
日
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１
１
斗
１
９
Ⅱ
■
ｒ

１

０

１
り
９
・
■

ｊ
ｌ
１
ｊ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｉ
“
ケ
ｊ
酢
ｒ
６
ｌ
Ｉ
１
ｌ
ｒ
川
‐
Ｉ
Ⅲ
Ⅲ

（

）

F■

E観

注)1.C掴については、4枚目室で復寧されるので4枚1組の堂ま混入すること。
2．D欄、E閲、F掴を配入する際には、4枚1組の窟童已入するとその内容：

5ので4旗1週の衷烹鹿入すること。 A蘭、B団については2枚目主で複写されるものであること。
4枚1組の室さ凪入するとその内容が4枚目に直浮されるので、3枚目以降を切り麟すこと。
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署 長 次 長 課 長 係 長 係

右記第一当事者（被災者）に対する保険給付により、右記俄務者に
対する求償櫓を取得しましたので、関係密類を添え通知Lをす。

載入徴収官

労働局長殿

第 号

平成年 月 日

労働基軍監督署長園

第一当事者

(被災者）

府県 所掌 管憾 基幹番号 枝番号

災害発生年月日 平成 年 月 日

災害の画頚 業務 ・ 通動

債
務
者

住所

氏名

保険会社等

の名称及び

所在地

給付基礎日額 円
亭考
一一 ％

鰯二山
〃一－－か■

簿
酷 ％

労災保険給付額 労災保険給付内容 支 払
年月日

原
養
（
補
償
）
給
付

入

入園入． 』

入鴎入一J

入蛎
入畷入．』

胃冠
●

胃宕
▲

屑
０
－
君

卑君
全

弓宕
■

通

通

通

通

通

柔
■
８
０
０
４
勺

■
８
０
０
４
勺

柔
０
０
■
日

０
０
■
日

柔

柔

柔I

ﾄ

回。 ｡
函・ ・ 〔 日分）

● ●

● ●

● ●

休栗（補償）給付

●
●
日
室

●

。《 日分》
● ●

● ●

D ●

傷病（補償）年金 第 級 号 ● ●

障害(補償）
年 金
給付一時金
前払一時金

第 級 号 ● ●

“嬬償）
受給者名 緋柄

● ●

葬祭 （料）給付
受給老名 縫柄

■ ●

介塵（補償）給付 ● ●

前回主での額 今回の合計額I
累 計

保険給付以外の弁済等の廷過

年月日 金 額 内 容

連
絡
等
事
．
項

保険給付(継統中・完了）

診巌擾関の名称及び所在地

被災者の傷痛の郁位及び傷痴名

備
考



０
９

1

様式第2号(2)

’ RNQ
－

保険給付（求償権取得・債権発生）通知書 署恥

8国
A棚

－

l

↓

一”Gｰ一

一一

’
第一当事者
（被災者）

1

右配第一当事者（被災者）に対する保険給付により、右肥債務者に
対する求償権を取得しましたので、関係密類を添え通知します。

－

停畠茎府累厩罰管幡｜基詮番曼
~I1 1 1 1 1n~T~TIII

｜
雫

日月平成 年

業務

災害発生年月日｜

災害万~颪~霞’
一F

際
伎
務
者

住所

|氏名

第 号

平成年 月 日
－

保険会社等
の名称及び

所在地

＝－

歳入徹収官

労働局長殿
一

労働基準監督署長団
’

騒瀞
門
一

％’兎~脇聴I
－

D園c棚保険給付松況（ 年度第 四半期分・当初分）

｢~~藻支 払
年月日

険給付以外の弁済等の匪過’
ー

労災保険給付内容労災保険給付額
目

|年月日｜金 額． 内 容
罫:（－旦全』

騨鍵
、 凸

－

●

｜
●

｢＝
｝

■

入営砺量樋鰯且

一

ニーコ

ロ

》

一
一

鋸
蠣
始

脾
臓
給
付 I 一■

－

皇工亟F
－

－

一
■
一

－

休業（補倹）給付 －

－
■

』

’

一

可－

燭須
一

号l . 、級第(補償）年金

年 金

’ ’第 級 号
障害(郁償>給付前払墜時量

F日受給老
一

年 金
－一可

遺族(補償)給付一時金
前払一時金

■ ●

’
保険給付（継統中・完了）
診濠基幹の名称及び所在地

連

受給者名

。

絡

介窒（補倹）給付
9 9

卜 一

一

琴扉薫訂一
－

前回までの領｜
－

累 計 三’

マ

ー

－

被災者の傷病の部位及び燭病名等
■
Ⅱ
■
０

I■■
ー
一

E鰯

|傭 ’
｜

傭
事

項
’； 考

－

－

B蹄こついては2枚目まで複写されるものであること｡
|に複写されるので、3枚目以降を切り厳すこと。

C欄については、4枚目主で複写されるので4枚1組の雀ま妃入すること。A側、B跡こついてばz獄
、棚巡E欄、F棚を記入する原腱は、4枚1組のまま混入するとその内容が4枚目に複写されるので、

注） 1．

2．
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様式第2号(3)

債権確認調査決定（変更）決議書 NQ

ｂ
ｈ
ｈ
心
唯
に
咽
ご
画
工
９
口
吟
睡
蝿
口
牽
渉
咄
畑
四
四
四
０
Ｍ
棚

|平成 年度’ 厚生労働省所管’
決定する。

歳入徴収官

|次 畏~｢藻~亜］
|庫'一藍-値
鰯 長 ｌ

’ ’
捕 佐

労働保険特別会計労災勘定

’ 決
蹴
一’

㈱報
例
収
雑
側 入

入
入
収
雑

麟入科目

舅
納入
告知書
発行

僚梅
時璽者
壁庭

鍾収廊

迂記

’ 事
務
処
理

侭櫨の麺鯛 損害賠俄金侭掴
－

債描の発生年座 ’ 平成 年度

’
侭抱発生
の 原因 誰鴬雛’|?溌灘篭’ ’

’|住 所 ’ 園保険
会
社
等

本人’ 一’

氏 名

’
所
在
地|雛’庄 所

一

使用者
凧

一庁

’ ’法人の糊合は代表者髭名

’
履 行 期 藤

金 額 ’ ’円I
’

算定基璽内炊①佳事案について麗入） 寡定基礎内駅②（自賠資単独以1
－

外の事案について雇入）’

し
Ｐ
ｂ
Ⅱ
且
巳
■
■
■
■
、
■
■
り
Ｆ
ｈ
ｊ
ｄ
■
ｑ
旧
Ｎ
姻
泪
０
両
Ⅲ
町

|労災保険給付額
伽 | ’

Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
貝
Ｉ
７
ｌ
１
ｍ
Ｍ
眼
同
Ⅱ
四
冊
隅
愉
冊
旧
Ｗ
Ｈ
Ｗ
ｑ
０
０
３
Ｉ
１
旧
Ⅲ
岨
Ⅱ

’一 百 ローローレ

－

－

一

’
－一 －

－

－

１
１

■
■
■
守
二
展
■
■
■
■
■
且
Ｎ
Ｊ
ｑ
且
可
ｊ
■
月
』
０
６
日
隅
Ｕ
Ｌ
Ｄ
Ｊ
Ｉ
■
Ｈ
ｂ
■
ｒ
■
■
■
ｎ
口
Ｆ
Ｌ
ｒ

■
■
日
日
ｒ
ト
ー
０
１
日

目
ｒ
ｌ
ｌ
旧
旧
Ⅲ
賑
い
叩
眠
１
１
１
１
１
旧
腰
岨
旧
眼
、
Ｌ
押
旧
限
Ｆ
１
仮
Ｉ
Ｉ
Ｌ
，
Ｌ
■
■
刃
■
１
Ⅱ
卜
も
エ
ト
■
Ｊ
い
０
ｍ
１
１
■
Ｉ
や
脚
」
扉
匠
、
い
い

一

－

’
一
一

－

“
冒
回
ｄ
側
４
１
１
回
■
１
４
１
Ｊ
１
割
１
円
１
口
“
ロ
ー
‐
‐
・
山
’
‐
１
脚
１
１
‐
‐

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
山
・
’
１
ｋ
日
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｐ
０
４
ｌ
Ｈ
ｒ
Ｉ
８
Ⅱ
１
１
Ｊ
１
１
口
■
“
ｌ
ｆ
０

ｌ
ｌ

h

’ ’ ｜
’

■－一画 ＝

－

１
１
１

Ⅱ

’１
４

１
１

一一■ー
一

－

－

婁定逓硬内脈③（自随責及び任愈一括の墳合について厘入）一蝋 ‘

｡”円…円万

、その他

’ ’
－

－

I

一
一 ’

’

I １
１
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休業（補俄）給付

給付基礎日額

〈 円）

傷病 （補償）年金

障害(補償）
年 金
給付一時金
1泌弔控

年 金
逓族(捕倹)給付一時金

ロ鰹一睡

葬祭 （料） 給付

介蔑（補僕）給付

求時までの餌

計 （1）

その他の人的損書(慰囲料等）

計 （2）
’

一
一 伽

第 経 号

受給者名

受給者名

弟 級 号

~－

堕壷

一一

● ■

■ ■

■ ●

◆ ●

C D

入！

入路
一

唖
外

蛎
外

君;通

弱
■■■■ﾛ■

通

柔；

柔

自・ ・
菫．一｡（ 日分）
一一一

■ ■

ひ じ１
入I

入B

耐韻…

漁濁
溌須1通

エ 壬

柔

柔

■ ●

、 、

労災保険給付内容
支 払

年月 日

白・ ・
重・ ・ （ 日分）

■ ①

■ 旬

連絡等本項

鮒 考
保険給付（縫統中・完了） －

技災老の損害1

①）

●

一一

(1) 値）

(2) ③

密
》

＝－ － ローーー

－－－万

●

■

｡

｡

’

’
０

｡

｡

販者”郷鯲仙外

の衝商薗伐愛償隣頂側

／

鰡瀦謬鯛
1M

鳥鞠瀞鰡
前回まで

繩’

藤率爾
今回跡求金餌側一(1）

(j）

自陪箕保険

(共済）金額伽

求俊可彪限度額的一似帥 円

示駿額又は

廃払割 （L）
円

購 求 金 額 側 の 円



’
様式第2号(4)

第 号

平成 年 ． 月 日

第三者行為災害による損害賠償の請求について

御中
労働局長團

|菌＊企画I －巴’
…■内訳②（自笛責蝋”外の事察について厘入》

区分区

楓目目

’

I

休栗 （補償） 給付I

給付基礎日領

（ 円）

’年 金

陣害《補償)給付一鱒金

年 全
） 付一吋金

I

’

’
｜
I

’６
．
州
恥
防
止
一
孟
閃

r1

p 1

j.．

険
11，
fo‘
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’

災害者氏名 相手方氏名 災害《事故)発生日 平成 年 月 日

ロー■ケマーロクーーーーー可■ー
保有者氏名 契約者との関係（ ）

腫明■番号又は

鉦券 番号

自謄責

任愈 ．

管傭店

（艮協）

原因自励車 翠岳9又は車両番号I 相手方と保有者との関係’

砂原優関 名 称I 所在地’

披災者の田腐の陣働愛ぴ醜名

彼災者の損宙領

側

癖
癖
(あなた卸 の

。
甚貝8の9風偲険MM以外

の日盲、長包、ロ

(1) 側 ｡ 何

(2) ⑧ ｡ 御

溌災驫欝鼻翁罰 額’薦働1
の

）網聯剛
／

z脇浄溌踊
飼回室での繭求金餌

(1)

今回蘭求金“0－(Ⅱ）

0）
0

ーザマーーー~ 、一一 一

一 一～弓ーニュー

自暗責保険

(共済）金榎“

~＝'一二
一一ロ ＝

他

示睦重又は
画一 一幸 一一 －マ ■ ■

既払餌叫

一

同

求倹可鱈限度餌“－い"l 円

連絡等事項

傭 考

保険給付（縫統中・完了）



山
口
■
９
８
■
画
０
‐
’
１
．
‐
０
１
４
，
‐
心
。
■
？
り
け
■
■
１
１
０
０
０
！
ｌ

ｑ
■
■
ｒ
ｊ
凸
■
８
９
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｄ
５
■
■
且
』
■
■
ｒ
０
７
１
ｒ
６
ｇ
Ｔ
■
９
１
０
《
ｉ
■
▼
‐
◆
０
４
口
■
。
□
Ⅱ
■
■
■
了
。

(注)1 自賠資保険（共済）又は自動車保険（共済）に購求する場合以外には、 「保険（共済）契約者氏名」欄から「相手方と保
有者との関爆」欄までは妃入する必要がない。

2 「算定基礎内駅」①について

“）交通事故及び交通事故以ﾀ&又は自陪安保険（共済）及び自動車保険（共済）を問わず、全ての秘合に寵入すること。
（ﾛ）休渠（補償）給付の項の側簡は、

鎗付の篝率爾《 円)×器×（ 日）である。
例介塵（補償）給付については、自賠資保険（共済)にのぶ繭求寸る場合には飽入しない。
3 「算定選鹿内訳」②について

今

（ｲ）交通事故で自陪変保険（共済）にのぶ購求する秘合については妃入する必要がない。

(p) (1)の③。○・○周の頓により、⑧～｡)間の額を算出することとするが、縄損害が殖定している場合腱おいては、(2)の｡。
○・働欄の額により、算出した金額を求償限度額とする。
御休桑（補償）給付の項の

噸繊、 難雛:（ 円)×器×（ 周)である。
及び

働側は、 難鶉麗《 周)×器×（ 。)である。
（皇）③。○欄の傷痢（補償）年金・障害（補償）給付・遺族（補償）給付は、新ホフマソ方式及び相綻劇合により算出した
第一当事者（彼災者）及び相手方（あなた側》の抱利に属する額である。

御交通率故で第一当事者（彼災者）の人的損害鐙額が自陪資保険（共済)金額を下回ることが明砿であったことから、過
失割合に関する閑会及び飼壷を省略した事案（館一当事者（被災者〉に故恵・重過失が鹿められる事故及び同乗事故を除
く。）については、倒掴に「省略」と配入すること。

4 「算定藷種内駅」③について

（ｲ）㈱欄は、自賠箕保険（共済）金鎮を配入するが、障害の鍋合には①120万円又は②"万円（第一当事者に重大な過失が
ある栂合）のどちらかをOで囲むこと。富た、死亡又は後遺障害等の場合には③を○で囲むとともに内駅を備考樹に明配
すること｡

（回）交通事故で自賠変保険（共済）に対して跡求する場合の妃入方法

a｡側は、自賠資保険（共済）から既に支払われている羽合にはその既払額を妃入し、支払が行われていない場合には、
斜練を引くこと。 （示陵額ではなく、既払領を肥入すること｡）
b"鰯は、側からいを引いた金額を妃入する。

c側欄は、卿と㈹を比較していずれか低い金額を配入する。

ただし、第一当事春に重過失が鰹められろ事案(例えば野書の栂合には、卿閣において②96万円を○で囲んでいる事
案）については、側聞及び上段の蔚求金額掴には斜練を引くこと。この掛合、保険会社等から送付される「自賠責保険
支払金額の通知」等には、支払額として労災保険給付額御を丘過失減額した後の金額が館載されているものであるため
・注窓すること。

御交通事故で任憲一括保険（共済）に対して麟求する場合の妃入方法

a何＞㈹の場合……(J)欄の金額を的欄に記入する。この楊合、卿欄と“欄には偶練を引くこと。
b御言側の栂合……“と卿を比較していずれか低い金領を側欄に配入する。この場合、脚欄は成立した示淡額（保険会
社等から被災者に今後支払われる予定の慰簡料又は既に支払われた慰鑓料等）を妃入する。
ただし、労災保険により給付された金額は験かれる。

また、第一当事者に重過失が鹿められる栂合には、㈱を重過失減額した後の金額と“とを比較していずれか低い金額
を側欄に肥入すること。

（畠）㈱、L)及び“欄は、任窓保険（共済) (一括扱いは除く。）の糸の楊合には配入しない。
5 その他

（ｲ）肥入すべき事項がない場合には、当肢項目欄に斜線をひくこと。

（ﾛ）備考側に"求先の保険■別に応じ、 「自賠貴」 ・ 「任恵一括」 ・ 「任意」の区分を混載するとともに労働局担当者の職
氏名を紀軟すること。
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1．受付番号欄には、第三者行為災害届受付台鰻の受付番号を記戦すること。
2．理由欄には、求償を差し控えた理由として上記イートの中から該当する項目を選び、その記号を
記入すること。
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ｰ｡

恥

平成 年度第 四半期分

整理番号 受付番号 災害発生日 第一当事者（被災者） 第二当事者（相手方） 理 由

1 一 ● ●

2 ー ● ●

3 ー ● ●

4 ー ● ●

5 ー ● ■

6 ー ● ●

ｈ
β

7 ー ● ●

8 ー ● ●

9 ー ● ●

10 一 ● ●

イ同僚労働者の加害行為による災害

ロ同一事業主の事業場を異にする労働者の加害行為による災害

ハ同一の作業場で作業を行う事業主を異にする労働者(下購負人を含む｡）の加害行為による災害
二直系血族及び同居の親族の加害行為による災害

ホ労働者派遣法に基づく派遺労働者と派遣先事業場労働者間の災害

へ第二当事者（相手方）が無資力等の塙合

卜その他

｜ ｝
署 長 次長 課長 給付鯛査官 係 長 係 発議

決儀

施行

上記第一当事者（被災者）に対する保険給付により、上記第二当事者（相手方）に対する求償権を
取得しましたので通知します。

歳入徴収官

労働局長殿

第 号

平成 年 月 日

労働基準監督署長 回
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恥

平成 年度第 四半期分

整理番号 受付番号 災害発生日 第一当事者（被災者） 第二当事者（相手方） 理 由

1 ー

● ●

2 ー

● ●

3 －

● ●

4 ■■■■

● ●

5 －

● ●

6 ー

● ●

7 ー
● ●

8 ー

● ●

9 一

● ●

10 ー

● ●

可 1m琢力面舂”姻吾汀詞による災署
ロ

ハ
ニ
ホ
ヘ

同一事業主の事業渦を異にする労働者の加害行為による災害
同一の作業堀で作業を行う事業主を異にする労働者（下舗負人を含む｡）
直系血族及び同居の親族の加害行為による災害
労働者派遣法に基づく派遣労働者と派遺先事業塩労働者間の災害
第二当事者帽手方）が無資力等の場合

ト その他

の加害行為による災害

｜ ’

上記第一当事者（被災者）に対する保険給付により、
取得しましたので通知します。

鰻入徴収官

上記第二当事者鯆手方）に対する求償権を
今

第 号
平成 年 月 日

労働局長殿

労働基準監督署長 回
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恥

平成 年度第 四半期分

整理番号 受付番号 災害発生日 第一当事者（被災者） 第二当事者（相手方） 理 由

1
Ⅱ■■■■ ● ●

2 ー ● ●

3 － ● ●

4 ー ● ●

5 ー ● ●

6 － ● ●

7 ー ● ●

8 一 ● ●

9 一 ● ●

10 ー ● ●

イ同僚労働者の加害行為による災害

ロ同一事業主の事業堀を異にする労働者の加害行為による災害
ハ同一の作業塩で作業を行う事業主を異にする労働者（下鯖負人を含む｡）の加害行為による災害
二直系血族及び同居の親族の加害行為による災害 ． ．

ホ労働者派遺法に基づく派遣労働者と派遣先事業場労働者間の災害
へ第二当事者帽手方）が無資力等の場合

卜 その他

’ 1
決定する。

本件求償を差し控

えることとする。

旗入徴収官

部 長 課 長 補 佐 係 長 係 発磯

C ●

決 議

● ●

(備勃
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ト

I

恥

平成 年度第 四半期分

鯉番号 受付番号 災害発生日
●

第一当事者（被災者） 第二当事者（相手方） 理 由

1 －

● ●

2 I■■■■

● ●

3 ー
● ●

4 ー

● ●

5 ー
● ●

6 ー
● ●

7 －
● ●

●

8 －
● ●

9 ー
□ ●

10 ー
● ●

イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト

l司鰍万鰯壱の加杏『]覇

同一事業主の事業塙猫

同一の作業場で作業巷

直系血族及び同居の急

労働者派遣法に基づく

第二当事者（相手方）

そ・他I

の加杏狗為

塩を
作業を
ぴ同居の親

による災害

異にする労働者の加害行為による災害
行う事業主を異にする労働者
族の加害行為による災害
派遣労働者と派遺

(下舗負人を含む｡）の加害行為による災害

先事業堰労働者間の災害
が無資力等の場合

’
労働保険特別会計労災勘定

(款） 雑 収 入

(卿雑収入

(目） 維 入

債権の

種類

蝋
蠅

損害賠償金債権

労災保険法第12条の4第1項による
求 償権 の 取得

(備考フ

凸 ■

● ｡
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様式第5号

号
日

発第

年 月平成

御中

労働局長画

労働基準監督署長画

労働者災害補償保険の保険給付についての通知及び損害賠撹等についての照会

陰｡女’男･女 歳
氏名

舗一当写者(甚災者）｜
棚

0

平成年 月百1塙所｜
｜唖T畢錘’

｜"製……’

墹所平成年 月 日

契約者氏名 畳箇蕃号(車償番号）

自財車保険供憐)･匠易番号

事故年月日

蘭二当¥者(栢手方)氏名

目踏叉保陵供蔚)・匠用番番号
｡…

上記第一当事者（被災識の第三者行為災害に関し、自賠責保険供済）及び自動車保険（共済）におい
ていかなる処理がなされたか等について承知したいので、労災保険給付予定を通知するとともに照会します。
なお、御回答は平成年 月 日までにお願いします。その際、全ての事項について回答できない
場合には、回答できる事項から順次御回答願います。
1．通知事項

保険給付予定

平成年 月 日予定

対象期間（療養、休業のみ）

療養、休業、障害、侭病、遺族、葬祭、介護

日～平成年 月 日）

日～平成年 月 日）

円

月
月

療養（平成

休業（平成

年
年

2．照会事項

①別紙回答書の事項

②別紙回答番のうち5．過失割合に対する意見及び判断の根拠を除いた事項
（○で囲んだ方について御回答願います｡）

なお、自賠責保険供濁又は自動車保険供済）の保険金、共済金、損害賠償額、仮渡金又は内払金
の支払に先立って、上記保険給付を行った塙合には、労働者災害補便保険法第12条の4の規定により、貢
殿に対し求償致しますことを念のため申し添えます。

(所在地）(郵便番号）

(電識

ー

(FAX)
一 一

一

－

労 働 局（担当者）

労働基準監督署（担当者）１
１
６ ’ ’

全

一158－１
１

１
１
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様式第8号
平成 年 月 日

損害賠償請求の予告について

殿

労働基準監督署長 回

|謹築者氏名｜
’

被災者氏名
｜

’

’災害の種類

相手方氏名’相手方氏名’

’’ 司
■■■

－

平成 年
一一

－

平成 年
一一

業務災害・ 通勤災害業務災害・ 通勤災害 災害発生年月日災害発生年月日

上記被災者に対し、下記のとおり労災保険給付を行ったので､労働者災害補償保険法第12条の4の規定
によって保険給付額を限度として貴殿に求償することとなりますのであらかじめ通知いたします。
また、保険給付力雛統中の場合には、この後の分についてはおって鯖求することとなりますので念のため申し添えます。

記

労災保険給付状況
’

一

労災職給付の種類｜ 対 象期 閥 ｜ 労災保険給付額， ’ 支払日
～

円 0

－

療養（補償）給付
１
１

～

円
一
円

－

－－

’

’
－

｜

円 ’ １
１

～

－

休業（補倣）給付
1

1

1

～

一
号
一
周
一
”
・

円 円I

円

円

円
円
円

I

１
１

～～

子

r令

| 傷病(補償)年金
|'障害(補償)給付

介震(補俄）給付

遺族(補償)給付｜

葬祭料(葬祭給付) ’
二一一一一

－｜
合 計 ｜

|＝＝==＝=＝一

前画まで速云｜
｜ 保険給付(継続中

傷病（補償）年金

障害（補償）給付’

介震(補俄）給付

遺族（補償）給付

葬祭料(葬祭給付）

合 計

前回までの計

保険給付(継続中

－－

－－

－－

１
１

－

、

、 －－

－

■
』
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ⅱ
１
日
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
１
０
日
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｂ
Ｉ
Ｘ
１
Ｉ
Ｐ
ｌ
犯
則
１
１
１
１
当
日
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
ｌ

’－

---==---一己－1－.‘
且騨謹蕊謂鱗禦蕊 ’＄~‐ ｲｲ

＝一一画一口一一

－

円圃議 ’計円円 票票

・完了）完了） ｜

この件につきまして何か御不明な点等ありましたら、下記まで御照会ください。
(連絡先）

労働基準監督署（担当者）
－

且

’
一(TEL) 一

※本様式は、自賠資保険（共済）及び自動車保険（共済）以外に請求する事案にのみ使用すること。
１
１

－

－159－
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■
日
■
一
■
■
■
■
手
■
Ⅱ
ｑ
■
ロ
ロ
■
■
１
呉
呼
■
７
日
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ロ
日
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
Ｄ
Ｂ
■
０
■
■
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
▽
且
■
■
■
０
０
７
日
Ｖ

様式第9号

｜

｜

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
ｊ
；
１
１
！
‐

－160－

整理番号

平成 年度 労 働 保 険 番 号

労働保険特別会計 労災勘定 府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号

(款）雑収入

(卿

(目）

雑収入

雑 入 第一当事者（被災者）氏名

債権の種類

損害賠償金債梅

延滞金債権

債

薯
住所又は所在地

氏名又は名称

償権

発生

原因

労災保険法第12条

の4第1項による

求償梱の取得

損害保険会社等の名称（ 自賠責 ・任意 ・ 任意一括）

災害発生年月日 平成年月 日 求償先 0第二当車者｡、保険会社'@使用者｡、通行繩者｡、その他（ ）

災害の種類 業務 ・ 通勤 過失割合 第一当写者(彼災者） ％；第二当阜者(相手方） ％

1■

2駒

3収

収決定

入曾田

的

年月日
区
分
履行期限

■

督促状

指定期限
延滞金 債権額 麦

元
弁済額 残 額

● ●

。
●
●
●
０
●
●
０
句

● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ■ ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

●
●
■
。
●
Ｏ
Ｑ
Ｄ
Ｇ
凸

● ● ● ■

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

①
●
●
●
●
●
岳
●
●
二

● ● ● ●

●●

●
ｅ
ｇ
ｂ
■
●
○
○
○

● ● ● ●

● ●

Ｃ
●
●
●
早
甲
●
阜
■
■

● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●



．

I

Ｉ
Ｔ
丙
‐

で
可
句
恥
。
“
凸
碧
ｂ

舎

８
０

ｈ
ｌ
ｂ

■
卜
■
６
凸
■
■
■
■

４

Ｊ

甲
０
５
０

Ｊ
、
Ｉ
０
６
１
４
ｊ
４
１
４
■
■
Ｕ
■
１
１
■
■
，

Ｉ

I

－161－

＄日唄挽定

ｵ防人8句年月日
9凪的

区
分 履行期限

督促状

捕定期限
延滞金 債権額

支
払
元
弁済額 残 額

● ●
● ● ● ●

● ● ● ● ● ●
｜

ー

i
3
●

！

「

● ● ● ● ● ●

』
●
わ

≦

● ● ■ ● ● ●

● ● ● ● ● ●
マ ー

● ● ● ● ● ■

● ● ⑧ ● ● ●

● ●
● ● ● ●

● ●
I

● ● ● ●

● ● ● ● ■ ●

● ● ● ● ● ●

一

● ● ● ● ● ●

｡ ● ● ● ● ●

● ●
● ● ● ●

● ● 、 ● ●' ●

● ●

I

● ● ● ●

｜

１
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｉ

● ● ● ● ● ◆

● ● ● ロ ● ●

年．月日
■■一 一



様式第3号

交通事故発生届（｢交通事故証明書｣が得られない場合）

（ ）歳

（
被
災
者
）

①
第
一
当
毒
者

氏 名

（ ）TEL
－

当 住 所

’

l‘

自賠責保険証明書番号車両登録番号
事

（ ）歳

（
相
手
方
）

②
第
二
当
事
者

氏 名
口

）者 所 （住 TEL

｜

’’
1

自賠責保険証明書番号車両登録番号

③事故発生日時 平成 年 月 日 午前・午後 時 分

④事故発生場所

⑤災害発生状況

⑥「交通事故証明番」
が得られない理由

上記⑥の理由により、「交通事故証明書」は提出できませんが、事故発生の率実は上記①～⑤に記載
したとおりです。

平成 年 月 日
氏 名 ⑳

（
被
災
者
）

⑦
第
一
当
事
者

｛

住 所

一一一

⑧
目
撃
者

上記①～⑤に記載された事故を目撃したことを証明します。

平成 年 月 日

氏 名 ⑳ TEL’ （ ）

住 所

上記①～⑤に記載された事故により①の者に損害を与えたことを自潔します。
平成 年 月 日

氏 名 ⑳ TEL（
相
手
方
）

⑨
第
二
当
事
者

（ ）

住所I

－－F一一一 一一二

事業秘の名称
ji

ハ
代表者職氏名

?

⑳
一迫 ゴー■9

1F

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿
帰
陸
誠
剖
騒
罫
３
１
１
１

唾
唾
電
毎
画
匡
恒
名
詞
画
麺
画
酔
四
恥
四
恥
醒
日
叩
卵
睡
４
耐
恥
』
岬
幽
●

届出人氏名 ⑳

住所

〔注意〕

1．蕃察署への届出をしなかった等のために「交通事故証明割の提出ができない場合に提出して下さい。
2．①及び②の「車両登録番号」及び「自賠責保険証明杏番号」の欄には、交通事故発生時において、被災
者又は第三者が乗車していた車両に関する事項を記載して下さい。

3．⑨の「事業場の名称」及び「代表者職氏名」の欄には、⑨の第三者が業務中であった場合のみ⑨の第三
者の代表者の証明を受けて下さい。

4．⑦、③及び⑨の「氏名」の欄､⑨の「代表者職氏名」の欄及び「届出人氏名」の棚は、記名押印するこ
とに代えて、自筆による署名をすることができます。

－162－



．
Ｏ
Ⅱ
ｄ
■
■
■
■
■
ｐ
一
■
■
■
■
巳
ロ
Ⅱ
■

壽展

’

’ 1
1 1

1

■
ｇ
１
口
Ｊ
１
１
７
Ｉ

１

川

Ｆ
６
ｉ
ｌ
■
Ⅱ

駆伸

ｊ
Ｉ

｛

I

I

労働者災害補償保険法施行規則第22条の規定

〃
Ｊ
Ｏ
Ｏ

０
０

タ

タ

タ

』

Q

，

、

･

クロローー 句、
、

、

、

盛受付日付

、

｡~一行．つの夕

ク
ク

ク

も
も
Ｃ
Ｏ
二
０

O

D

f

l

－－－_麺藝塗堂堂翌邑_壁

によりお届けします。

保険給付錆求権者住所

錘 涯’

平成年 月 日

の所屑事業増皐一ヨ辛看（寂災者）

労働保険番号

色
マーマーーーI■・

フリガナ

｜
》
一
側
．
嘩
諏
一

一
一

一一ーー一一一一一一一一一ー一一一ー一一一一一一一ー一一一

一
一
そ
一
一
一
一
一

災害周査を行った替察暑又は涙出所の名称

－－登腿一一一座｣錘幽駈と

行った警襲署又災害発生の事実の現麗者（5の災害閏査を

は流出耐fない場合に記入してください｡）

５
６

陞撞一一一一一一一一一一

3災害発生

一
一
讐
一

l 第二当事者（相手方）

進一

璽一＝一一一一-－－
第二当事者（相手方）力塊務中であった場合

一
一

一
言

一一一ー一一一一ー－－－ー一一一一一一一一一一一一一一

そ
一

電話
(氏名）

府県 所載 管轄 基幹番号
■
ｆ
Ｄ
０
Ｂ
●
。
。
９
●
０
，
●
ｐ

－

ｏ
Ｏ
ｑ
Ｏ
●
申
０
■
■
●
●
●
●
●

①
０
０
，
０
●
●
申
寺
●
。
●
ａ



’(届その2）

事故現塙の状況7△
■
■
！
４
１
－
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ワ
Ｌ
１
９
△
Ｆ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
■
１
，
０
０
１
１
１
１
■
■
■
■
■
■
■
■
ロ
ロ
ロ
１
口
。
■
、
■
■
■
■
■
■
■
口
舎
も
■
■
■
■
一
■
ｇ
可
４
■
■
■
●
７
，
９
０
■
■
■
■
■
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
且
■
■
９

恩風騨

｜
’》
一

I

』缶

I

●

｜

｜8事故当時の行為、心身の状況及び車両の状況
心身の状況一 正常4いねむり－・疲労且わき見・病園

なた(被災者)が退転者であ塾た鋼合に配入して<ださL旦あなたの行型

一
一 ,､、栢釜

n) ｡か

一
一
一
一

I
のしか7二1

:い〕車の直蘭
■■

夢 、P

対面方向__

9第二当事者鯆手方）の自賠黄保険（共淘及び任念保険供済）に関すること
（1） 自賠責保険（共済）について （2）任意保険（共済）について

，歪

(住所） － －－＝ ≦佳馳一一一一一一一

奥厨との

呆険会社の 仏

崖墜全社竺灘鯉_－－－－ I

１ＩＩｑｉｌ運

一
一

の〈画増の外以ｊ方手相く者事当能が者用供
者
蹄
期行

０１

(3)保険金（損害賠償額）請求の有無有・無

自賭賃保険（共済）単独

自陪貴保険供済）と任

窓保険（共済）との一括

有の場合の繍求方法イ
ロ

保険金（損害賠償額）の支払を受けている場合は、受

けた者の氏名、金額及びその年月日

氏名 一 －＝ － － －

’
蛍餌年

４
‐
世
八
低
必
騎
乱
Ｉ

■
』
■
Ｔ

－164－



’

I

園その3）
11災害発生状況

第一当事者(彼災翰・第二当事者（相手方）の行
動､災害発生原因と状況をわかりやすく記入して<だ
さい。

12現場見取図

道路方向の地名（至○O方面)、道路幅､信号､横断歩
道､区画鰍道路標畿､接触点等くわしく表示してく
ださい。

『
０
０
グ
０
０
９
口
●
も
ざ
り
▼
０
ｐ
●
●
“
ざ
９
，
，
６
屯
０
０
●
『
Ｏ
ｂ
ｐ
ｂ
０
も
■
①
●
●

●
●
●
じ
じ
●
●
勺
●

◇
一
●
●
●
、
●
●
一
●
ロ
●

Ｐ
９
０
Ｌ
●
ｄ
０
Ｐ
０
４
も
●
●
●
》
０
６
０
口
０
り
●
一
●
①
Ｏ
ｒ
４
０
今
●
●
・
●
ず
０
４
も

●
●
●
。
●
↑
●
《
●
一
●

●
◇
●
』
今
●
の
●
◇
の
●

●
●
●
９
つ
●
●
●
●
●
●
●

《
・
０
△
夕
０
０
０
『
ｇ
Ｄ
Ｊ
０
９
０
ｑ
Ｄ
Ｄ
も
ｏ
０
０
Ｄ
ｑ
０
ｄ
●
、
、
、
凸
，
０
０
、
ｑ
●
ひ

●
◆
●
《
》
■
●
●
●
む

ゆ
●
●
●
今
つ
口
●
◆
●
》

？
Ｏ
Ｇ
一
ら
●
Ｏ
Ｄ
Ｐ
９
４
凸
ｐ
●
や
む
一
◆
９
．
団
苛
ｇ
０
Ｄ
０
０
０
Ｐ
・
Ｏ
９
Ｇ
０
Ｏ
０
ｒ
Ｏ
●
▲

●
や
一
一
の
●
●
。
●
‐
●
』

●
●
の
●
●
今
●
●
●
●
今

。
●
一
●
◆
●
●
●
●
●
●

や
０
０
》
ｑ
ｇ
０
ｑ
Ｏ
０
Ｇ
ヶ
０
℃
０
－
●
Ｄ
Ｏ
■
○
０
Ｊ
■
●
０
●
『
６
０
“
Ｇ
Ｏ
Ｏ
、
●
●
少

●
●
一
申
口
ｅ
●
●

Ｃ
■
●
●
●
の
ｅ
ｅ
●
●

凸
“
●

●
言
９
０
■
ｐ
●
マ
０
－
０
，
宮
▲
●
ｇ
ｏ
◆
０
－
■
一
●
●
８
０
０
◆
。
“
■
Ｄ
ｑ
ｂ
Ｄ
▽
０
０
今
ｑ
０
－
ｇ
●
０
“
Ｄ
０
ｒ
凸
Ｕ
０
０

●
●
●
●
》
●
ロ
◇
●
●
●

●
●
、
◆
●
‘
●
一
●
口
●
●

の
●
●
●
●
。
。
一

『
０
０
Ｊ
勺
４
０
『
●
０
設
０
０
０
『
●
力
６
『
０
，
尋
０
．
・
》
０
０
里
｝
９
Ｊ
●
》
０
０
《

●
●
●
●
●
■
の
●
一

一
●
●
●
寺
一
●
。
●
●
一

Ｔ
０
●
ａ
Ｐ
０
０
▼
▲
●
●
ｖ
０
０
ａ
■
●
■
Ｕ
●
●
Ｏ
０
０
ｃ
ｑ
－
●
●
Ｑ
０
０
０
ｒ
０
０
●
Ｄ
Ｄ
０
●
Ｕ
０
●
塚
＆

●
●
』
●
ロ
の
●
守
口
ロ
●

●
の
●
●
●
●
●
●
●
ｐ
●

》
・
‘
士
，
．
、
や
・
・
↓
‐
‐
』
・
’
０
幻
。
‐
‐
一
・
・
・
Ｐ
，
‐
刺
・
．
．
》
，
’
《

●

●
●
Ｃ

▽
Ｏ
ｇ
０
Ｄ
Ｏ
０
●
、
０
．
９
●
Ｇ
ｄ
》
４
０
◆
Ｏ
０
０
Ｑ
Ｇ
０
●
●
０
０
０
■
■
０
６
●
ｐ
“
Ｏ
ａ
ｐ
●
ロ
ー
●
■
●
●
。
●
●
●
●
●
●
●
◆

●
●
凸
●
●
守
。
●
ロ
今
Ｑ
●

γ
入
０
：
ｒ
０
Ｌ
０
０
・
“
。
，
＋
０
‐
脊
・
・
伊
。
Ｏ
ザ
０
０
Ｙ
，
』

●
。
■
の
●
●

●
●
句
●
守
◆
●
タ
●
●
●

●
ロ
、
ウ
●
●
●
●
●
●
●

－
０
０
●
４
Ｄ
０
０
ｑ
０
０
Ｊ
０
０
０
Ｑ
０
■
宮
●
■
。
■
、
０
●
０
０
Ｑ
》
』
Ｇ
０
Ｄ
４
Ｄ
０
９
１
●
・
句
●

●
●
の
勺
●
《
●
今
●
で
●

●
●
●
◆
の
。
●
わ
今
一
旬
■

Ｐ
０
β
も
０
０
．
Ｆ
６
０
○
句
●
●
Ｏ
－
０
０
０
ｐ
Ｏ
０
０
Ｐ
０
Ｄ
０
ｒ
０
Ｏ
－
ｏ
ｅ
や
牛
ｂ
０
士

『
●
Ｏ
Ｊ
０
０
０
ｑ
Ｄ
６
Ｊ
０
０
Ｇ
句
Ｑ
●
ロ
ロ
０
０
．
０
●
０
０
９
勺
－
８
０
函
０
６
．
，
６
０
砂

■
守
今
●
●
一
●
●
》

●
●
●
●
●
●
凸
●
●
●
。
？

Ｐ
０
０
も
●
０
●
Ｐ
０
０
ｔ
●
●
●
Ｄ
０
０
０
ｒ
ｏ
０
●
↑
Ｄ
０
０
ｒ
０
一
■
Ｃ
《
●
０
０
の
▼
０
６
し

ぐ
０
●
●
，
。
●
●
●
。
一
●
●

●
●
◆
●
●
●
ゆ
●
の
．
の
●
卿

ｑ
●
●
●
●
●
●
●
の
●
●

ｑ
０
Ｇ
＄
０
９
ｑ
ｑ
ｄ
２
ｒ
Ｏ
０
０
『
６
●
０
－
８
０
０
－
０
０
。
『
０
０
の
●
０
０
，
８
６
口

●
●
●
，
●
■
守
今

○
◆
●
●
一
ロ
●
△
●
●
宇
令
の

Ｐ
●
０
△
ｅ
０
Ｑ
守
●
》
ｐ
Ｇ
０
０
ｐ
５
０
８
マ
の
●
Ｂ
一
り
う
●
０
０
●
Ｃ
Ｏ
●
ｒ
Ｄ
０
▲
ロ
０
△
旬
●
ｒ
０
Ｄ
Ｑ

：,:帥国風弱‘品"＆函：畷言
。"" i g-")6 -…了
14示陵について

イ示麟が成立した。

ロ交渉中

ハ示淡はしない。

二示麟をする予定（ 年 月 日頃示陵する予園

ホ裁判の見込み（ 年 月 日頃提解予定）

（
I

１
１ 13過失割合

私の過失割合は、 ％、相手の過失
割合は ％だと思います。

（理由）’ eグ

l‘Ii
U 1

I－i

！ 酬
刈
州
皿
１
脚
Ⅷ
洲
州
州
州
似
蝿
釧
和
叩
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堀その4）

第三者行為災害届を記戦するに当たっての注意事項

l 災害発生隣すみやかに提出してください。
ぱお、不明な鞭項がある場合には、空棚と'し、提出時に申し出てください。
2業務災害・通勤災害及び交通蕊故、交通事披以外のいずれか該当するものに○をしてくだ
さい。

なお、例え脳柵内における移動式クレーンによる事故のよう戴騎合は交通事故に含まれ、
息転蒐同士の衝突蝋故のような場合は交通事故には含きれまぜん。
3通勤災害の場合には、鞭業主の脈明は必要ありまぜん。
4第一当躯者（裟災者）とは、労災保験給付を受ける原因と鞭った業務災害又は通勤災害を
被った者をいいまず。

5 災害発生の溺所は、○0町○丁gOO番地○○スl･ア前歩道のように具体的に龍入してく
ださい笹

6第二当蛎者（相手方）が業猫中であった鳩合には､「届そめ1」の4欄に必ず記入してくだ
さい。

7第二当耶者（綱手方〉剛と示談を行う脳合に嘘、あらかじめ所確労働基準監督野に必ず御
相戦ください。

示淡の内容によっては、保険給付.を受けられない場合があります･
8交朋事故以外の災害の場合に肱「届ぞ噸2」を提出する必嬰ばありません。
9迦行供用者とは、自己のために自動車の運行をさぜる者をいいますが、一般的には自動車
の所有者及び使湘省轆がこれに当たります。

10 1-現場兇取躍」について、作業堀における事故群で欄が不足し機ききれぽい珊舎にはこの
用紙の下記肥戦劉を使用し、この「厨その4」もあ･わせて拠出してください。
なお、「屈その3」の12柵に記城した墹合にlま「腿その4」の拠出は不婆ですc
]1換讐賠償金巻受領した墹合に肱、第二当砺者（棚手方）又は保険会社等からを間わずすべ
で記入してください。

12この綴用紙に役進きれない場合には諺適箪別紙に記戦し･てあわせて提出してくださ鼬。
13 この用紙は砿圧紙（2部抜写）になってい堂すので、 2部とも提出してください．
なお、この上で〆モ等をしますと下に淳りますので注意してく鰭さい。
M 「保険給付溌蝋椛者の氏名」のり淵及び「事桑主の氏名｡|の棚は、泥名押印することに代え
て鶴自証による署名を曾・ることができます。 ．
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<報告轡その1）

第三者行為災害報告書（調査書）
I あなたの氏名、住所及び嘱痢等
サリオナ。 2事故発生芋鳳日、堵所忍びその鱒の用務
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ａ

守

‐

げ

、

４

卜

凸

●

。

●

‐

『
ト
ー
・
閉
吟
邑
６
４
Ｇ
．
〃
ダ

－－－

＃f

讐

－－－－

~一ー一一ーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

､量豐雲琴窯篤竺幽幽 ・ 暴鯛 ・霧 圏鯖●

があった.）
璽路の域混一遍路の巾（ 星》団、－■蕊 ・ 非■鋒一遍1面

一
億

個号

交通

0

下り ・ 錘 ・ 急）
◆

I

その他 （
●

）

駐車製止

(寅色点滋 鍬点餓）◆

6事故幽蒔のあなたの行為、心身の我呪及び車閏の状混（あなた力麺転肴の喝合にのみ配入して《窟さい｡）
轡の状逗一 正歯 ・嘘むり ・錨了~癒見.ﾐｰ顛了 ） ・ 飲圃
錘たの行均 交基点における速行我況(佃号侭易嘉一i l色で吏遥点にはいった訂

璽に督餓･…=局らした ．了亜蒼示耐夷顕辰扇雨 ）凧乎駒
Zと一壁を．｡…･…かけた(スWプ

m-aかけない． 万画諒扉意焉r言~冒一E玩
遡度は･･･…………約 瞳/h 相手は約 km/h

車両の状況
率ﾕｰブﾚｰｷ故障_･ハンF理冒頭一宇万雨一万忘而
タゴヤ砿担 ・ その他（

）

7事故晦査を行った智蟻薯又は訳出所の名輪 8災書健生の亭実の現隠者

薯察暑 一係（搬出節

佐所
一一－－
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騨告書その2）
9．

あなたの自賠責保険(共済〉及び任意保険（共済）に関すること（あなたが通転者の籾合にのみ肥入してください｡）

’
一～ーーーー

’ ﾛ■■|保険(共済)加入の有無
一

有 ・ 無 保険(共済)金購求の有無 有 ． 無

自
賠
資

鵬“珂
l
I

I 所在地

悪’
’平成年 月 日～平成年月 日期間

I

’
｜
〕保有者氏名 契約者との関係（

’
■

■
日
■
■
■
■
日
日
■
■
８
０
Ⅱ
〕’保険(共済)加入の有無 ■有 ． 無 保険(共済)金蹄求の有無 有 。 無任

保険錐侭凹）
－

旺券悉号
１
１

’名称 所在地

’’
－

平成年月 日～平成年月 日
日

’

意 期間

’ |対人
－

保険供済)金罰

’
万円 契約者氏名

1

－

10． あなたの通転していた車両（あなたが通転者の珊合にのみ肥入してください｡）

' ，順 謹|大噌･糠･圖二軽富源付菖|遷録霊仰両蕃景

’｡"'免…洲…'妻蔭:．｡：|鯨

’班 種 大・普・特・自二・軽自・原付自 登録番号（耶両悉号

免昨の菰頚 ’ 免貯証番号 ’

得一日

取月
格一

畷盲年

｜有運転者

の免鮓 存鱸「

’
－

）

効期限

年月 日まで

免許の条件

’

’
11．身体損侮及び診擦機関

あなた側
相手側（わかっていることだけ肥入して下さい｡）

部位、侮痛名
一

部位、侮蛎名
一一一 一一二一一一

－

－

程度
程度
一

－

鯵癖磯関名称
診療機関名称

１
１

－

－

所在地
一 ｡ 所在地

一

－

12．過失割合

私の過失割合は

（理由） ’％、相手の過失削合は ％だと思います。

’

’
－

13．示鮫について

成立した．交渉中・示険はしない．示鐘をする予定（ 年月 日頃の予定) ・轆判の見込み（ 年月 日頃提脈予定）
｜

’

－

14．損害賠償金の支払い

’ 年月日 ｜金額又は品目 ｜ 名 目 ｜L_季月日 ｜ 金額又厩頭
－

目
一

｜ 名

’
I

’ ’
－

口

上記の記載内容は率実と相違ありません。

労働基準監督署長

平成 年 月 日

殿

報告人氏名 ③
－

事業場所在地

1 －■b

－画一一一

代表者職氏名 ⑳

（あなたが業務中であった場合にのみ代表者の証明を受けてく
(注遼〉

『報告人氏名」の棚及び｢代表者職氏名」の棚は、§E名押印することに代えて、自鉦による署名をすることができます。
－168－

ださい｡）

1

鷆調査者氏名



(裏面）

記或上の注意点

事項を週択する楊合は麟当する事項を○で囲んでください。

2禰の事故発生楊所は、○0町O○丁目○○番地OO系トア前歩道のように具体的に妃入してください。
8脚は、警察へ届け出ていない嫁で事故贋杢が行われていない場合に、事故の発生状況のわかる人を鴎入1
12鯛は、あなたの判断に基づいて配入してください。また、その判断の理由についても配入してください。

事故の発生状況のわかる人を鴎入し

、
●
●
●
●
●

１
２
３
４
５
６

てください。

14掴は、治療費、慰囲料、休栗損、卵儀身等名目ごとに肥入してください。

事桑主の署名、捺印については、あなたが梁潜中に事故が発生した場合にのふ受けてください。

（

Ｊ
ｊ
Ｏ
、

－169－



(侭管様式第5号）

△
Ｊ
５
，
卜

－170－

徴収停

止決議
第 号 徴収停止 （取消） 決議書 平成 年度

発議 平成 年 月 日 決 議
「
平成 年 月 日

下記恢楢を徴収停止として整理してよい。

下記恢権の徴収停止を取り消してよい。
歳入徴収官

労働局長 部長

課長 補佐 係長 主任 係

侭権発

生年度
平成 年度

労働保険特別会計

労 災 勘 定

歳入金

歳入外
俵権
調 査
確 認
年月日

● ●

債権

の種類

(歌） (項） (目） 当 初

履 行

期 限

● ●

債務者
住 所

氏 名

債権

金額

円

侭
権
の
発
生
原
因

決
識
事
由

徴
収
停
止
（
取
消
）

，

事
蹟

処
理
経
過

最終時効中断年月日

時効完成予定年月日

債権管理簿登記

徴収停止整理簿登記

労働局に対する通知

実地調査年月日

年 月 日

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

添付書類の種類 その他参考となる

べき事項

ｒ

Ｊ

‐



(債管則別紙第6号書式）

履行延期申請書

年 月 日
』

(歳入徴収官等） ．

（官職氏名） 殿

(債務者の住所）
畢

（氏名又は名称⑳）

下記の債務について下記の条件により履行期限を延長して下さい。

記

1．債務の概要

（1）債務者の住所、氏名又は名称及び職業又は業務

（2）元本債務金額

（3）履行延期の特約等の承認のある日までに附されている利息、延滞金又は加算金
（4）債務の発生原因

2．履行期限を延期しなければならない理由

3．延長された後における履行期限、延納利息及び延滞金

（1）履行期限 履行期限ごとに履行すべき金額

年 月 日 円

年 月 日 円

（2）履行延期の申請の承認の日から附すべき延納利息

利率 利払期日

(3)延滞金

履行期限の翌日から納付までの期間に応じて年 パーセントの割合で託盤4"1J麺匪‘尾ノー口"･っ”TWg-Cの期回にﾙ心して年 パーセントの割合で延滞金

I

、

’

１

Ｊ
拙
‐
・
暇
．
。
前
棡
一
ゐ
い
岬
剖
一
叫
吋
『
『
岬
岬
岬
卿
梱
叫
棚
卸
叫
虹
刎
叩
刎
咄
州
皿
剛
一
背
叩
那
仙
柵
皿
刈
叩
“
梱
川
畑
軸
『
守
仙
価
皿
畑
湘
細
咽
ぶ
那
瓠
即
岫
電
帆
利
佃
Ⅷ
心
唖
ね
胡
唖
“
叩
州
佃
訓

４

可

ｐ

Ｂ

Ｆ

Ｕ

‐り１７

１
１
１
‐
１
。
●

４
卜
軍
１
１

ｊ
々

６

６
１

●
０
Ｆ
引
○
佃
兄
■
低
可
９
１
串
Ｌ
マ
↑
。
Ｍ
岬
・
Ｖ
ｐ
０
Ｌ
■
戸
Ｉ
■
甲
ロ
０
人
■
Ｄ
Ｆ
ｃ
少
ａ

Ｑ
●
一
ｋ
■
こ
び
０
ヶ
“
Ｆ
口
。
＆
ロ
閑
口
卜
＃
て
テ
且
■
ロ
。
－
ｍ
瓜
』
■
Ｉ
ｆ
０
“
室
３
口
唯
公
一
抱
匿
Ｐ
医
Ｗ
砂
産
●
●
」
＆
■
〃
ワ
・
４
▼
Ｑ
３
画
０
Ｇ
戸
●
ｐ
タ
ト
ウ
“
ｐ
■
■
■
Ⅱ
▽
マ
″
“
Ｂ
ウ
里
。
■
８
１
■
■

４

（

を支払う。

4．担保

（1）担保物件の種類、数量、金額及び物件の所在その他担保の状況

（2）保証人の住所、氏名又は名称、職業又は業務、保証金額及び保証人の資産の状況その他保証に
関する必要な事項

－171－
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’
5．担保の提供及び債務名義の取得

国の指示するところに従い、担保の提供又は債務名義の作成に関する必要な措置に応ずるととも

に、これらの措置をとるために必要な費用を負担する。

6．その他の条件

（1）国はこの債権の保全上必要があると認めるときは、債務者に対してその業務又は資産の状況に

関して、質問し、帳簿書類その他の物件を鯛査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出
を求めることができる。

（2）国は、次に掲げる場合には、この俄権の全部又は一部について延長された履行期限を繰り上げ

ることができる。

（ｲ）国において、侭務者が国の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したと認める

とき、若しくはこれらのおそれがあると認めるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたと

認めるとき。

（ﾛ）償務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

的債務者に次の砺由が生じたこと。

I)強制執行を受けたこと。

II)租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

HI)その財産について競売の開始があったこと。

Ⅳ）破産の宣告を受けたこと。
の

V)解散したこと。

Ⅵ）俄務者について相統の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

Ⅶ）上記ⅣからⅥまでに掲げる場合のほか、俄務者の総財産についての清算が開始されたこと。

（二）債務者が履行延期の特約（処分）に附された条件に従わないとき。

脚その他国において、俄務者の資力の状況その他の戦備の変更により当該延長に係る履行期限

によることが不適当となったと認めるとき。

(3)国において、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたと認めるときは、

俄務者は、国の請求に応じて増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければなら
ないこと。

(4)国において債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めて債務者に対し、

担保を提供し、又は延納利息を附する旨の請求をしたときは、その請求するところに従って担保

を提供し、又は利息を附して支払をしなければならないこと。

し

１
１
１

・

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｑ

ｄ

｡

’

１
１
１

０
６

１
１
１
１
１
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●

’

(5) （その他の各省各庁の長が定める事項）

備考1用紙の大きさは、適宜とする。

2本書式は必要に応じて縦書とし、又は本書式中必要としない事項を省略し、若しくは

必要に応じて記戦事項を修正することができる｡

ｊ
凸
■
画
■
■
■
■
一
■
■
■
９
句
１
０
■
■
二
■
■
■
■
０
，
Ｆ
■
■
■
■
■
■
ひ
１
９
０
７
△
８
７
１
．
日
■
．
■
ｌ
■
■
■
■
■
■
，
Ｄ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｌ
■
■
〃
■
■
■
■
Ｕ
■
・
８

ｌｌ

ｌ
ｌ
ｌ
１
グ
ー

（

へ

●
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１

１
１
Ｉ

(債管様式第6号）
－

|履行延

期決識

急篁÷
書

決 議 平成 年

弓
第 巨

石 履 行延期特約決識 平成 年

発議’ 日
平成 年 月 日 月

|袖佐｜係長
ロ

0

1

課長 主任 係

歳入徴収官

労働局長 部長 ,｜
|，

’

平成 年度’'菫働篭険特暴会茎’
俄権発

生年度
月

調
確
年

査
認
日

歳入

歳入 麦債権 ■ ●

’ ’
(款）

－

(項） (目）

’－

’
当
履
期Ｉ
初
行
限

債権

の種類 ● ●

■
ａ
９
ｂ
土
Ｌ
■
Ｐ
Ｌ
Ｍ
－
ｌ
ｐ
■
■
■
■
画
ｎ
Ｊ
■
■
ｌ
即
Ｈ
１
口
■
Ⅲ
■
■
阿
咽
叫
刷
Ｈ
Ｈ
・
日
日
“
■
■
■
且
１
凸
■
・
１
０
■
■
４
Ⅱ
■
０
８
■
■
■
■
■
０
Ⅱ
１
０
凹
用
ｉ
■
同
１
１
ｂ
即
同
■
弓
■
且
戸
口
■
■
Ｎ
Ⅱ
』
■
円
■
一
Ｉ
Ⅱ
，
『
。
■
■
■
■
ｒ
■
Ｈ
■
Ｂ

Ｉ
Ｉ信二雪F氏 名 ’

侭権

金額

債務者

’

|園
'履行金額履行期限年月債

権
発
生
原
因

日

画
０

谷 ｡

履
行
金
額

の
履
行
期

一
一

巳
一
一

－

蝿
織
戒
鍾
僻

担
保
物
件

Ｉ ’’づ

■

一－一

犀
職業

保
証
人

氏名

住所

’逗逵_萱理簿登記
履行延繩認通知書発送I

’ |印
｢－
印 ’|年月 日

一

の ●

磧
名
務
義処

理
経
過

－

備■ ●

● 。 ’

|考’壽’ I
ﾛ■■■■

’ Q ●

－
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(債管則別紙第7号書式）

履行延期承認通知書

年 月 日

(債務者の氏名又は名称） 殿

(歳入徴収官等）

(官職氏名画）

I

年 月 日付履行延期申請書によって申請のあった下記の債櫓に関する履行期限の延長に
ついては、同申請書の内容に下記の条件を附して承認します。

記

1．債権の概要．

（1）債務者の住所及び氏名又は名称

（2）債権金額

（3）債権の発生要因

2．承認の条件

（1）担保物件のうち ． については、供託の手続をした上、 年 月 日までに供託
害正本を提出して下さい。

(2)担保物件のうち については、抵当権の設定の登記又は登録をする必要がありますか

ら抵当権の登記原因又は登録要因を証明する書面及び登記又は登録についての承諾害を 年
月 日までに提出して下さい。

(3)保証人の債務保証書を 年 月 日までに提出して下さい。なお、保証契約を締結す

る必要がありますので、保証人が 年 月 日までに（又は 年 月 日におい

て）官公署の作成した印鑑証明書その他本人であることを証明するに足りる確実な証明書及び

印鑑を持参の上、当庁又は に出頭するよう取り計らって下さい。

(4) この債権について公正証書を作成する必要がありますので、 年 月 日までに（又

は 年 月 日において）官公署の作成した印鑑証明書その他本人であることを証明す

るに足るこれに準ずべき確実な証明書及び印鑑を持参の上、当庁又は に出頭して下さ

い。

(5) 年 月 日までに債務証書を提出して下さい。

（

６
１
１
ｏ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
１
０
６
８
●
Ⅱ
け
■
１
９

小

、

４

ｆ

ロ

ー

皿

６

！

Ｋ
●
亨
４
●
■
■
口
》
Ｉ
■
■
■
７
Ｑ
ｒ
Ｏ
″
ｐ
０
Ｄ
ｂ
■
■
０
．
１
９

I

乱
Ｏ
Ａ
０
ｌ
８
８
，
０
１
日
凸
０
８
０
凸
０
１
０
０
●
ｌ
ｊ
０
１
ｌ
ｌ
ｌ
■
１
１
Ｉ
０
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
０
Ｙ
Ｖ
Ｊ
Ⅱ
１
９
９
０
０
Ｊ
１
４
６
１
１
９
０
２
Ｔ
ｌ
■
凸
■
Ｉ
◆
９
８
０
口
９
も
７
９
０
０
，
◇
０
Ｖ
０
９
Ｄ
０
０
Ｌ
０
Ｉ
６
■
Ｂ
０
０
り
１
８
り
Ｄ
Ｌ
８
Ｉ
ｎ
仇
Ⅳ
Ⅱ
い
ざ
■
■
ｐ
に
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’

(6)債務者が上記の期日又は期限までに上記の措置をとらなかったときは、国はこの承認を取り

消すことがあります。

（その他各省各庁の長が定める覗項）

備考第6号書式姉考は、本書式に準用する。

(7)

’

Ｔ
、
■
■
９
７
■
守
口
日
■
Ｌ
ｐ

Ｆ
■
も
旧
喝
旧
旧
皿
■
■
旧
日
日
Ⅱ
凪
旧
旧
０
○
Ｆ
旧
い
旧
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
旧
■
Ⅱ
０
■
日
日
１
Ｌ
■
■
■

１
１
１

i
１１Ｉ
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(債管則別紙第8号書式）

園 債 務 証 書

年 月 日
．
■
９
４
■
△
●
了
。
Ⅱ
■
６
４

(歳入徴収官等）

（官職氏名） 殿
’

(債務者の住所）

（氏名又は名称⑳）

I
■
■
■
■
Ⅱ
Ｇ
Ｐ
‐
６
１
卜
ｂ
ロ
巳
■
■
■
■
■
州
旧
旧
ｐ
Ｆ
７
Ｑ
０
Ｉ
ｌ
９
‐

１

（債務者の氏名又は名称） （以下「乙」という。）が国（以下「甲」という。）に対する（侭務
の名称）の未払額 円及びこれに係る 年 月 日から 年 月 日まで、年
パーセントの割合で計算した鯏息、加算金及び延滞金の名称） 円は、下記第1に記戦す
るところにより履行するとともにこの債務の履行に関して下記第2から第6までに記載する条件に
従います。

第1・履行期限､延納利息及び延滞金

（1）乙は、甲に対し上記の金額 円を次のとおり支払うこと。

履行期限 履行すべき金額

年 月 日 円

年 月 日 円

（2）乙は、上記の履行すべき金額に対し、 年 月 日からそれぞれの履行期限までの期
‘間に応じて、年 パーセントの割合で計算した延納利息を甲に支払うこと。

（3）乙は、上訓1)の履行期限（履行期限を繰り上げられたときは、その繰上げられた履行期限）
までに履行すべき金額を完納しなかったときは、その完納しなかった金額（乙が、その一部を
履行した場合における当該履行の日の翌日以後の期間については、その額から既に履行した額
を控除した額）に対して、それぞれの履行期限の翌日から完納した日までの期間に応じて、年
パーセントの割合で計算した延滞金を甲に支払うこと。

第2・乙は、甲がこの債権の保全上必要があると認めて乙に対し、その資産の状況に関して、質問
し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めたとき
は、その要求に従うこと。

第3・乙は、甲において乙が次に掲げる場合に該当し、又は該当するものと認めて、上記第1の(1)

’｛

ｔ
■
ｒ
４
Ｐ
ｊ
ｑ
ワ
ｂ
■
日
凸
７
，
‐
１
１

ｊ

Ｐ

‐

０

卜

・

０

９

０
９
０
．
９
‐
ｂ
０
，

ｊ
凸
Ｕ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｂ
日
日
｛
■
ｑ

を
〃
↓
。
９
１
↓
０

’
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の金額の全部又は一部についてその延長された履行期限を繰り上げる旨の指示をしたときは、そ

の指示に従うこと。

帥乙が甲の不利益に乙の財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき融若しくはこれらのお

それがあると認めるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

（ﾛ）乙が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

御乙に次の事由が生じたとき。

I強制執行を受けたこと。

I1租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

ⅡI その財産について競売の開始があったこと。

Ⅳ破産の宣告を受けたこと。

V解散したこと。

Ⅵ乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

Ⅶ上記Ⅳ～Ⅵまでに掲げる場合のほか、乙の総財産についての清算が開始されたこと。

伺乙が、この債務証書に記載された条件に従わないとき。

㈱その他の資力の状況その他の事情の変更により第1の(1)に記載された履行期限によることが

不適当となったとき。

第4，甲において、担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたと認めるときは、

乙は甲の請求に応じて増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこ

’

’

！

1

と。

第5・乙は、担保の提供を免除され、又は延納利息を附さないことができることとされた場合にお

いても、甲において乙の資力の状況その他の事情により必要があると認めて、乙に対し、担保を

提供し、又は延納利息を附する旨の請求をしたときは、その請求するところに従って担保を提供

し、又は利息を附して支払をしなければならないこと。

第6． ． (その他各省各庁の長が定める事項）

備考第6号書式備考は、本書式に準用する。

1

‐
ｊ
３
３
３
§
§
間
澗
鬮
糾
舸
圃
図
沮
沮
沮
組
：
醗
盧
階
悩
隆

０
§
Ｉ

’

0

A

ウ

』

１
１

■

１

０

■

Ⅱ

Ｈ

ｌ

ｆ

ｈ

■

Ⅵ

？

■

７

且

Ｌ

７

凸

Ｔ

ｌ

■

凸

９

■

■

Ｉ

■

Ⅱ

！

■

ｌ

０

Ｉ

ｌ

ｌ

１

Ｉ

Ｉ

ｄ

ｌ

・

■

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

’

１

０

１

１

ｒ
ｆ
６
５
ｊ
ｌ
４
６
Ｈ
Ⅱ
Ｒ
Ｈ
Ｈ
ｉ
酬
馴
Ⅱ
Ｉ

0
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(債官様式第7号）
Ｏ
ｑ
Ｏ
ａ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
二
■
■
■
■
○
口
、
巳
ロ
ロ
訂
醒
。
■
■
幻
Ｏ
Ｄ
Ｕ
１
０
■
■
■
■
■
■
９
１
口
■
‐
も
し
岳
。
］
■
■
■
■
■
■
■
■
▽
。
ｉ
ｌ
■
国
ｐ
ｌ
４
１
１
●
’
’
０
０
，
０
●
ロ
ロ
ロ
○
口
○
口
■
，
，
釦
咽
咽
。
●
０
１
●
０
ｊ
，
‐
０
口
０
０
○
旧
１
０
個
咽
○
０
０
０
８
０
０
０
０
０
・
●
‐

宇

寸

１

０

４

も

Ｊ
ｊ
ｆ
ｌ
ｈ

Ｊ
１

－179－

歳入徴収官

歳入金借権履行延期通知書

平成 年 月 日

労働局長殿

下記のとおり履行延期の特約をしましたので
規則第34条第2項の規定により通知し堂す◎

》

特定分任歳入徴収官
労働基準監督署長印

債
務
者

住所

氏名
又は

名称

債権金額 円

納入告知書番号 NQ

請 求年月日

債楢発

生年度
平成 年度 労働保険特別会計

労 災勘定
歳入金

歳入外
債権
調査
確認
年月日

● ●

債権の種類 款 項 目

当初履行期限
年 月 日

● ●

債権の発生年月日 ● ●

履行延期承認
年 月 日

G ●

債権の発生原因

要
と
認
め
る

こ
と
が
管
理

履
行
延
期
を

す上事‘

る必由．

履
行
延
期
の
条
件

履行期限
年月日

● ●

分割履行金額 円

延滞金額 円

延納利息 ㈲

担保

物件

種
類

所
在

数
量

保
証
人

住 所

氏名又は
名 称

0

(備考）．



１
１

(収入様式第20号）

不納欠損決議'第 畳’

6

発議｜ 平成 零

不納欠損決議 第 号

債

発 議 平成 年

|軍震~万産一
一－

－

権消滅確認及び不納欠損決議書 １
１

－

’月 決 議 平成 年 月日 日

－

係
一

下記の償枢が消域したことを確認する。

下記の金額を不納欠損として雛理してよい。

課 長 課長補佐 係 長
■

I

歳入徴収官

部局長

（部長）

－

I

住
所
一
氏
名
－
１
１
１

納
入
者
一
金 金

－

労働保険 番 号

１
１

。 １
１
１

府県 所掌 管鰡 基幹番号 枝悉号
－

。
‐
■
０
‐
８
▲
０

■
■
ｑ
Ｑ
Ｏ
■

Ｒ
ｎ
ｇ
８
Ｇ
Ｂ

■
■
ｑ
■
■
９

ｌ
３
１
１
８
０

Ｂ
Ｐ
Ｄ
■
、
、

８
８
０
８
０
０

■

８

８

８

９

８

。

■

■

凸

巴

■

■

凸

■

■

■

Ｌ

■

△

聯業の弧類

千 門

戒入激収官水務規程

第27条第1項第 号骸当

侭権消滅の

聯 由
内訳下記
のとおり １

１
１

0

額’
ウ
凸

元
年
度

償権消滅

年月日

愚終時効

中 断

年月日

般終時効

中断理由

淵納処分

執行停止

年月日

考伽

行
国
第
７鱗

滞
停
税
猫

科目 区分 金額

I|

円内 第 号彼当● 旬●

勘 ■

鈍 号骸当q ● ■ ●

’
■

第 号肱当● 申

’ 鋪 号骸当● ● ●

●
■

Ⅱ
■
■

■
■
■

。

■

■

■

■

』

■

■

■

■

■

■

■

■

鏥 号骸当■ ●

鋪 号該当● ｡ ●

■■■■I■■

定 鏥 号咳当0 ●

訳 ｜
｜
’

I
鉱 号骸当口 q

第 号該当p ○ ●

I合 計
■

’徴収簿整理 平成年月 日 証明讐類の狐類 その他参考となるべき事項
’

|’

’
1I

-180-
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１
１
Ⅱ
‐
星
●
■
ｇ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
日
■
０
０
口
■
８
０
■
●
０
１
，
■
Ｉ
■
■
■
■
■
ｒ
■
■
Ｔ
０
６
日
■
Ｕ
０
ａ
Ｕ
０
Ｕ
’
０
９
１
二
日
■
ロ
ロ
日
■
■
Ｂ
Ｄ
Ｕ
■
■
■
■
■
▽
ロ
ロ
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｇ
ｐ
且
Ｂ
Ｇ
■
■
■
口

１
１
’
１

」
▽
ｄ
・
日
日
・
口
０
１

（

I

い
、

不納欠損決識 第 号

、

債権みなし消滅整理及び不納欠損決議書

発 識 平成 年 月 日 決 賎 平成 年 月 日
O ●

下記俄楢を消滅したものと象なして整理してよい。
下配金額を不納欠損として整理してよい。

歳入徴収官
部局長
(部長）

課長 補佐 係長 主 任 係

労 働保険番号

府県 …Fクロー 管繪 基幹番号 枝番号
》
０
０
０
０
０
血

I 〕
０
０
８
，
■
■

寺
●
●
６
８
０
。

》
０
０
０
０
０
１

１
０
０
０
０
１
日

事業の種類

納
入

住
所

氏
名

俊椎象なし消滅

整理事由

債楢管理事務取扱規則第30条第
1項第 号及び載入徴収官事
務規種第27条第1項第4号駿当

金
額

－
０
■
０
０
０
０
０
０
０
０
０
６
０
▲

－
０
０
０
Ｄ
０
Ｄ
Ｄ
Ｄ
ｂ
０
０
０
■
《

Ｄ
０
０
０
０
●
０
０
０
０
０
●
●
』

●
０
８
０
０
０
０
８
●
●
●
Ｄ
Ｄ
Ｉ
。

内訳下記

のとおり

整理亭由の詳細

■ 1

内

訳

勘
定

元年度 科 目 区分

合 計

金 額

円

備 考

徴収簿整理 平成年月 日 証明書類の種類 その他参考となるべき事項

● ●

● ●

、 ●

● ●

● ●

平成 年度
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(債管様式第8号） 整理番号（ ）号書不納欠損処分調

不納欠損の

事 由

住所

氏名

不納欠損にいたる経緯計延滞金債権の種類年度

１
房
頤
函
Ｉ

霜薑=崖言燕頭顕菫高蔬薩房嘉恵蒜哀砺燕お墓壽志扇耐ﾇ罰の免除額棚…記載すること艇より不“
欠損処分調書を省略して差し支えない。



(歳徴程別紙第5号害式）

不納欠損整理簿

Ｃ
ｌ
骨
壷
画
０
１

一

一「』

蒜蓋拳臺壼睾雲差
《
◆

二三＝垂壼髻三菫皇 －－－－ － 一一一一一一F －－－ q

:聖達もニニニ;一二言妾達－－_ 一

決議年月日 所属年度
科 目

一一

目
の

金 額 事 由 納入者の住所及び氏名

円
Ｙ
ｑ
ｑ
ｑ
ｄ
Ｃ
●
●
◆
且
？
Ｄ
０
０
Ｄ
０
Ｄ
■
勺
４
．
４
塁
Ｑ
Ｑ
●
Ｑ
●
■
●
●
Ｏ
Ｄ
ｂ
迅
ｒ
ｒ
０
０
０
０
０
ェ
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
●
●
●
●
●
●
ｂ
ｕ
Ｂ
９
Ｐ
Ｐ
ｆ
１
り
０
４
４
○
９
０
０
盲
。
●
●
●
●
０
０
，
二
Ｄ
Ｄ
Ｏ
０
ｂ
ｉ
０
９
９
０
●
△
Ｃ
Ｏ
●
●
、
●
Ｄ
Ｄ
Ｄ
■
、
０
０
０
０
０
“
９
９
６
９
座
９
０
０
０
■
ｐ
Ｄ
Ｄ
ｏ
０
Ｄ
Ｄ
０

心
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平
成
年
月
日

即
決
和
解
の
申
立
て
に
つ
い
て
（
依
頼
）

左
記
の
者
に
対
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
よ
る
求
償
債
権
に
つ
い
て
、
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法

：
’
第
一
六
条
に
よ
り
即
決
和
解
の
手
続
を
依
頼
し
ま
す
。

一
債
務
者
の
表
示

二
債
権
の
内
容
債
権
金
額
金
円

（
履
行
期
限
平
成
年
月
且

延
滞
金
債
権
履
行
期
限
の
翌
日
か
ら
年
五
パ
ー
セ
ソ
ト
の

割
合
に
よ
り
計
算
し
た
額

消
滅
時
効
完
成
日
平
成
年
月
日

（
履
行
延
期
申
請
書
受
付
日
で
あ
る
平
成
年
月
日
か
ら
二
一
年
）

第

氏
名

生
年
月
日

職
業

・
連
絡
先

住
所

法
務
局
長
殿

自
宅
電
話
番
号

勤
務
先
電
話
番
号

昭
和
年
月
日

号

記

歳
入
徴
収
官

！
』
函
候
Ｉ

局
長

W毘霧環，需要甲■ ~ 】

ijI
『 ､

｡ ”I 一
ざ H pr ■

経 .

．且宝 ．虹,ユ.二~た…難溥

由

－ －

－一

－

－･一合・P

一昨一



｡

三
債
権
の
発
生
原
因

政
府
の
労
災
保
険
事
業
が
、
第
三
者
行
為
災
害
に
よ
り
生
じ
た
被
害
者
に
対
し
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
条
第
項
に
よ
り
損
害
の
て
ん
補
を
し
、
よ
っ
て
同
法
第
一
二
条
の
四
第

一
項
に
よ
り
損
害
賠
償
請
求
権
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
る
。

１
事
故
の
概
要
（
別
紙
参
照
）

（
一
）
被
害
者
の
表
示

２
政
府
の
補
償
事
業
が
被
害
者
側
に
損
害
の
て
ん
補
を
す
る
ま
で
の
経
緯

（
二
）
賠
償
責
任
者
の
認
定

認
定
し
た
賠
償
責
任
者

（
二
損
害
て
ん
補
金
の
請
求

（
六
）
被
害
者
の
受
け
た
傷
害
等
の
内
容
（
別
紙
参
照
）

（
五
）
事
故
の
頗
様

（
三
）
日
時

（
四
）
場
所

（
三
加
宝
星
看

盟
定
の
具
体
的
理
由

請
求
者
（
被
害
者
と
の
関
係
）

住
所

氏
名

職
業

生
年
月
日

生
年
月
日
昭
和
年
月
日

職氏住

業名所

昭
和
年
月
日

平
成
年
月
日
午
時
分
こ
ろ

．
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四
債
務
者
と
の
折
衝
の
経
緯

１
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
納
入
告
知
害
は
、
平
成
年
月
日
債
務
者
に
到
達
し
た
。

２
債
務
者
か
ら
平
成
年
月
日
時
効
の
中
断
事
由
た
る
承
認
（
民
法
第
一
四
七
条
第
三
号
）
と
認
め
ら
れ

る
履
行
延
期
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
（
別
紙
参
塁
。

３
債
務
者
か
ら
の
本
件
債
務
の
弁
済
の
有
無
、
あ
れ
ば
そ
の
内
容

五
和
解
条
項
案

別
紙
の
と
お
り
。

六
そ
の
他
参
考
事
項

被
害
者
と
加
害
者
側
と
の
間
の
示
談
の
有
無
、
あ
れ
ば
そ
の
理
由

七
貴
局
と
の
連
絡
に
当
た
る
当
庁
の
職
員

（
一
三
損
害
額
の
認
定
及
び
損
害
て
ん
補
額
の
決
定

別
紙
の
と
お
り

（
四
）
損
害
て
ん
補
金
の
支
払
（
別
紙
参
照
）

ｌ
芦
錘
唾
９
．

一
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ー

債
権
者
は
、
和
解
条
項
の
内
容
に
従
い
別
紙
弁
済
一
覧
表
の
と
お
り
履
行
し
て
現
在
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

最
終
分
割
金
に
つ
い
て
現
在
で
は
こ
れ
を
履
行
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
で
あ
る
旨
を
文
書
で
申
し
出
て
い
る
。

四
即
決
和
解
の
方
法
に
よ
り
弁
済
を
受
け
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
理
由

債
務
者
に
お
い
て
は
最
終
履
行
期
限
に
残
額
全
部
を
一
度
に
履
行
す
る
資
力
は
な
い
が
、
過
去
の
経
緯
か
ら
み

て
分
割
弁
済
に
よ
り
納
入
さ
せ
る
こ
と
が
最
良
の
方
法
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
強
制
執
行
を
行
う
よ
り
も
再
度
即

決
和
解
の
方
法
に
よ
り
弁
済
を
受
け
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

五
貴
局
と
の
連
絡
に
当
た
る
当
庁
の
職
員

三
現
在
ま
で
の
履
行
状
況
等

二
債
権
の
内
容
等

別
紙
和
解
調
書
の
と
お
り
。

国
の
債
権
に
関
す
る
即
決
和
解
に
つ
い
て
（
依
頼
）

裁
判
所
平
成
年
Ｏ
第
号
を
も
っ
て
即
決
和
解
の
成
立
し
た
国
の
債
権
に
つ
き
、
別
紙
和

解
条
項
案
に
よ
り
再
度
即
決
和
解
の
手
続
を
願
い
た
く
依
頼
し
ま
す
。

平
成
年
月
日

一
債
務
者

住

第

氏
名

連
絡
先
自
宅
電
話
番
号

勤
務
先
電
話
番
号

法
務
局
長
あ
て

所

号

記

歳
入
徴
収
官

Ｉ
』
“
『
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局
長
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二
相
手
方
は
申
立
人
に
対
し
稲
前
項
の
金
銭
を
次
の
と
お
り
分
割
し
て
支
払
う
。

１
本
和
解
成
立
時
よ
り
五
年
間
、
毎
月
日
限
り
、
金

終
月
に
限
り
残
額
全
部
。

三
前
項
の
分
割
弁
済
金
は
、
順
次
に
延
納
利
息
及
び
元
本
に
充
当
し
、
相
手
方
が
合
計
金

円
に
達
す
る
ま
で
滞
り
な
く
そ
の
支
払
を
し
た
と
き
は
、
申
立
人
は
、
相
手
方
に
対
し
て
残
余
の
債
務
を
免
除
す

一
相
手
方
は
申
立
人
に
対
し
て
次
の
金
銭
を
支
払
う
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

１
損
害
賠
償
金
の
残
額
金
円
（
以
下
「
元
本
」
と
い
う
。
）

２
元
本
に
対
す
る
平
成
年
月
日
か
ら
本
和
解
成
立
ま
で
の
年
八
・
一
宝
パ
ー
セ
ソ
ト
の
割
合
に

よ
る
延
滞
金
円
及
び
本
和
解
成
立
の
日
の
翌
日
か
ら
支
払
済
み
の
日
ま
で
の
年
八
・
二
五

パ
ー
セ
ソ
ト
の
割
合
に
よ
る
延
納
利
息

四
相
手
方
は
、
次
の
場
合
に
お
い
て
、
申
立
人
か
ら
第
一
項
の
債
務
の
う
ち
弁
済
未
了
の
部
分
の
全
部
又
は
一

部
に
つ
い
て
そ
の
履
行
期
限
を
繰
り
上
げ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
通
知
に
係
る
全
額
に
つ
い
て
期

限
の
利
益
を
失
い
、
申
立
人
に
対
し
、
こ
れ
を
直
ち
に
支
払
う
。

１
相
手
方
が
第
二
項
の
分
割
弁
済
を
怠
り
、
そ
の
遅
滞
額
が
二
回
分
に
達
し
た
と
き
。

２
相
手
方
が
強
制
執
行
を
受
け
、
若
し
く
は
租
税
そ
の
他
の
公
課
に
つ
い
て
延
納
処
分
を
受
け
た
と
き
、
又

は
相
手
方
の
財
産
に
つ
い
て
競
売
の
開
始
が
あ
っ
た
と
き
。

五
本
件
和
解
費
用
は
、
各
自
の
負
担
と
す
る
。

2
ア
一
画
。

和
解
条
項
（
案
）

ｌ
樗
函
“
Ｉ

円
あ
て
、
た
だ
し
、
最
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三
債
権
の
発
生
原
因

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
一
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
位
取
得
し
た
求
償
債
権

二
債
権
の
内
容

１
損
害
賠
債
金

２
延
滞
金

３
納
入
状
況

を
依
頼
し
ま
す
。

国
の
債
権
に
係
る
強
制
執
行
に
つ
い
て
（
依
頼
）

政
府
の
労
災
保
険
事
業
が
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
二
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
位
取
得
し
た
左
記
の

求
償
債
権
に
つ
い
て
、
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
第
一
五
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
強
制
執
行
の
手
続

一

第
号

平
成
年
月
日

４
生
年
月
日

債
務
者

１
住

２
氏

３
職

業名

法
務
局
長
殿

所

円
（
履
行
期
限
年
月
日
）

癖
鰄
年
月
日
か
ら
支
払
ず
ぶ
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
り
計
算
し
た
額

納
入
な
し

記

歳
入
徴
収
官

’
一
函
廻
Ｉ

局
長
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